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※「第２章（基本構想）」は、平成27（2015）年度から令和6（2024）年度までの10年間を計画期間とするため、本計画の策定にあたっ
ては変更いたしません。
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1. 基本理念

10年前、私たちは、人口減少、少子高齢化、行政課題の多様化、財

政の硬直化といった課題に対応するために、自治体合併を選択しまし

た。そして平成16年11月、力を合わせ、これらの課題を乗り越えるた

めの雲南市が誕生しました。私たちは「生命と神話が息づく新しい日

本のふるさとづくり」をまちづくりの理念に掲げ、笑顔あふれる地域

の絆、世代がふれあう家族の暮らし、美しい農山村の風景、多彩な歴

史遺産、新鮮で安全な食と農という私たちのふるさとが継承してきた

５つの恵みを、さらに磨き高め、交流を盛んにしていこうとまちづく

りに踏み出しました。

そして10年。５つの恵みを活かし、自らの地域は自らの手で良くし

ていこうと地域自主組織の創意工夫した温かい地域づくりがすすめら

れています。子どもたちは、多くの市民の協力により、どこにも負け

ない「キャリア教育」に取り組んでいます。高校生、大学生、若者た

ちは、自分の夢と社会貢献を実現しようとつながり、さらに志のある

若者のネットワークは市外へと大きく広がりつつあります。産業の分

野では、業種を超えて事業者同士が手を取り合い、雲南ならではの産

業振興への取り組みが始められています。一方、次世代の育成や、私

たちの思いをもっと外へ伝えていくということが不十分であるという

課題も生まれています。

「生
いのち

命と神話が息づく　新しい日本のふるさとづくり」
「課題先進地」から「課題解決先進地」へ
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１．基本理念

これからの10年。私たちは、力を合わせて課題を乗り越えるという

合併時の決意を忘れず、さらに歩みをすすめます。

グローバル経済が進展する社会において、経済の好循環と地域の自

立に向けた挑戦。平和や地球環境、食料、エネルギーなど地球規模の

課題に対しての雲南市の責務の遂行。格差や差別のない、安全・安心

な暮らしづくり。そして、何よりも持続可能な地域に向け、人口の急

激な減少を食い止める挑戦。

私たちは、雲南市が継承してきた恵みを活かし、助け合い、情報を

共有し、互いに学び合い、そして、外へ伝え、外とつながっていくこ

とで、これらの課題に立ち向かいます。

我が国の人口減少、少子高齢化社会における課題は、今後、世界が

抱える課題でもあります。「課題先進地」から「課題解決先進地」へ、

雲南市がすすめる取り組みは、世界に提案する私たちのまちづくりです。

私たちは、「人と自然と歴史と食の幸」を受け継いできたことに感

謝し、大切にしていきます。

私たちは、その幸を活かし、市民力を結集し、課題に立ち向います。

私たちは、挑戦を通し交流を生み出し、世界につながります。
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2. 雲南市のめざす姿

（1）雲南市の挑戦
基本理念に掲げた挑戦により、「安全・安心」「活力と賑わい」「健康長寿・生涯現役」の実現をめざ

します。

多彩な地域づくり組織※13や市民と行政の協働により、「課題先進地」から「課題解決先進地」へと

失敗を恐れない挑戦を続けます。

（2）分野ごとの将来像
①みんなで築くまち(協働・行政経営)

私たちは、市民力の結集の場である地域づくり組織に参画し、様々な地域課題の解決に挑戦します。

また、交流人口を拡大し、訪れる人が住みたくなる魅力あふれるまちをめざします。

そのために行政は、地域づくり活動や若者のチャレンジを支援する一方、中間支援組織の育成など、

時代を先取りする行政経営に挑戦します。

②安全・安心で快適なまち（定住環境）
私たちは、安心して暮らすことのできる地域や美しい農山村の原風景を守る活動、さらに再生可能

エネルギーの活用に取り組みます。

行政は、安全 ･ 安心な生活を営むための生活基盤の計画的な整備や維持のほか、自然災害や原発事

故などに備える体制の整備をすすめる一方、地域自主組織の自主防災・防犯の活動を支援します。また、

都市機能の充実や定住のための住宅施策を一層すすめます。

③支えあい健やかに暮らせるまち(保健・医療・福祉)
私たちは、一人ひとりが、健康で生きがいをもち、住み慣れた地域で支えあいの輪を広げ、安心し

て暮らせるまちをめざします。各機関や地域づくり組織が様々な分野で連携し、地域ぐるみで支え合

いや健康づくりをすすめます。

行政は、子どもたちが健やかに育つよう、子育てしやすい環境を一層充実させます。また、医療体

制の充実とともに、介護・障がい者福祉サービス基盤の充実を図り、事業者とともにサービス提供に

努め、自立に向けた支援をします。

※13　地域づくり組織…地域自主組織や、ＮＰＯ法人、まちづくり団体などを総称していう。
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④ふるさとを学び育つまち(教育･文化)
私たちは、人権を尊重し、子どもたちが心豊かで確かな学力と健康な体をもち、社会を生き抜く力

を身につけるよう総力をあげて取り組みます。若者たちは、いきいきと未来を語り合い、その個性と

能力を発揮し、まちづくりに参画します。

また、芸術・スポーツを振興するとともに、まちの文化を学び、磨き、その価値を多くの人に伝え

ることで、ふるさとに誇りをもった人を育てます。

行政は、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育環境の充実を図るとともに、学校・家庭・

地域との協働により、子どもから大人まで多様な学びの環境と機会の充実を図ります。

⑤挑戦し活力を産みだすまち(産業)�
私たちは、地域資源を大切にし、６次産業化や地場産業の連携、農商工連携の活動を一層強め、地

域経済の好循環を生み出す取り組みをすすめます。また、地域資源をさらに磨きあげ、積極的に市外

へ伝え、交流を拡大し、産業として育てるよう努めます。

行政は、農林業や観光、中小企業の振興に加え、企業立地のための環境整備を図るとともに、創業

者や経営者の活力ある産業振興に向けた挑戦を支援します。
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図 1. 社会動態の推移

※ 各年 10 月 1 日を基準とし、直近の国勢調査確定値を基に過去 1 年間の人口移動を集計したもの。平成 18 年～
25 年の実績値は、島根県「人口移動調査年俸」による。

実績値
平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年

転入人口 1,063 947 955 1,036 951 796 877 911 
転出人口 1,321 1,236 1,228 1,156 1,170 1,201 1,087 1,063 
社会増減 △ 258 △ 289 △ 273 △ 120 △ 219 △ 405 △ 210 △ 152
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（3）『人口の社会増』への挑戦
①少子化に伴う人口減少社会への対応

雲南市における急激な人口減少は、自然減※14と社会減※15の２つの要素によります。要因として

自然減は全国的な傾向である少子化の結果であり、さらに20歳代から30歳代を中心とする子育て世代

の社会減が大きく影響しています。このため､ 持続可能なまちづくりに向け、若者の人口流出を抑制し、

移住・交流人口の増加により、次世代の担い手を確保していく必要があります。

②私たちの挑戦
私たちは、前期基本計画（平成27年度～令和元年度）期間中の早い段階で、社会動態による人口の

減少を食い止め、後期基本計画（令和２年度～令和６年度）期間中に増加となるまちに向け、挑戦します。

 

③社会動態の現状
雲南市の総人口は、平成17年国勢調査の44,403人から減少し続けています。全国的に人口減少がす

すむ傾向が今後も続くと、基本構想の最終年度となる令和６年には、人口は約35,029人となります。

特に、市内に高等教育機関がないことから、18歳から22歳にかけての転出がすすみます。その後の

Ｕターンの力も弱く、20歳代・30歳代を中心とした子育て世代の市外流出が大きくなっています。そ

こで、その世代を対象とする施策を強力にすすめます。

 

※14　自然減…出生数から死亡数を引いた人口が減少している状態。
※15　社会減…転入数から転出数を引いた人口が減少している状態。



図 2. 年代別原因者社会動態

図 3. 雲南市の将来人口設計
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④人口増に向けた取り組み
私たちは、20歳代・30歳代を中心とした子育て世代の市外流出の抑制、移住・交流人口の確保に取

り組みます。行政は、子育て環境の整備、質の高い教育の提供、雇用や住宅施策など魅力あるまちづ

くりに対し大胆な施策を展開し、若者の流出を防ぎ、転入人口の増加を誘導することにより、長期的

な出生数の向上につなげます。さらに、「人づくり」や「若者誘致」をすすめ、雲南市の若者と全国か

ら集まった若者がいきいきと課題解決にチャレンジをするまちをめざします。



1

序
論

第
３
章 

基
本
計
画・総
合
戦
略

28

（4）土地利用ビジョン
雲南市のまちづくりにあたっては、均衡ある発展に配慮しつつ、地域の自然的、社会的及び経済的

諸条件を勘案し、市街地整備をすすめる都市機能地域、農地や田園として活用し生産振興を図るとと

もに、交流活動やＵＩターンを促進する地域、山林や丘陵など環境保全をすすめる地域、宅地開発な

どをすすめる住環境開発地域を設定し、計画的な土地利用を図ります。

地域特性を活かしたゾーンについては、市全体の視点に立った機能分担や連携を図り、有効かつ効

果的な土地利用をすすめます。

■都市機能地域
〇中核拠点ゾーン

必要な制度を取り入れ、総合的に行政をはじめ保健・医療・福祉、教育文化などに関わる公共施設

や商業賑わいの拠点、産業の集積を図ります。本地域においては、市の中心であり顔となる「中心市

街地エリア」、地域医療の中核を担う「医療機能エリア」、良好な住生活環境を有する「定住機能エリア」

を適切に配置し、ネットワーク化を図ることによって、利便性の高い都市機能整備と賑わいのあるま

ちづくりをめざします。

〇拠点ゾーン

市南部の諸機能を集積したゾーンとして位置づけます。市南部の生活・防災拠点としての役割を担

うとともに、中国横断自動車道尾道松江線開通に伴う山陽側の玄関口として中核拠点ゾーンと連携し

ながら、既成市街地周辺に機能の集積を図ることによって広域的利便性の高いまちづくりをめざします。

また、原子力災害が発生した場合の災害対応拠点を確保します。

■住環境開発地域
〇住環境開発ゾーン

住宅団地の整備や宅地開発を計画的に推進します。

■生産振興・交流促進地域
〇生産振興・交流促進ゾーン

農業などの生産振興を図るとともに地域の特性を活かした体験交流やＵＩターンなど交流促進を図

るとともに、美しい農山村風景を守ります。



図 4. 土地利用のイメージ図
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